
  

総論
第1章  社会保障の国際的動向とその背景
第1節  社会保障給付費の動向
1  社会保障給付費の推移

(1) 我が国の社会保障給付費は40年度から46年度までは対国民所得比でおおむね6%前後を推移
し,47年度以降逐年上昇し50年度には9.23%に達した。 

この47年度以降の上昇は,46年度以降の施策の進展を示しており,46年度の児童手当制度発足,47年度
の老人医療費公費負担制度の発足,48年度の年金と医療保険の改善により年金については5万円年金,
スライド制の実施,医療保険については家族給付率の5割から7割への引上げ,高額療養費制度の導
入,50年度の福祉手当創設,老齢福祉年金の7,500円から12,000円への引上げ等が含まれている。ま
た,これらとともに,年金受給者の増加の影響も見逃せない(第1-1表)。

第1-1表 社会保障給付費の推移

(2) 医療から所得保障へ

50年度の社会保障給付費の特徴は医療と現金の比重が逆転したことで,この結果医療49%,現金51%
となり,医療中心といわれてきた我が国の給付構造の変化を示している。 

また制度別の動向では第1-2表にみられるように医療保険,恩給,生活保護の比重の低下と年金保険の
上昇が目立っている。 
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第1-2表 制度別社会保障給付費の推移
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総論
第1章  社会保障の国際的動向とその背景
第1節  社会保障給付費の動向
2  社会保障給付費及び負担の国際比較
(1)  現状

医療,年金,その他の部門ごとの社会保障給付費の推移を対国民所得比で表したものが第1-3表である。

第1-3表 社会保障給付費の動向
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1974年の時点における各国の状況を概括すると,スウェーデン約30%,西ドイツ約25%,フランス及びイタ
リア約20%,イギリス及びアメリカ約15%と北欧型,大陸型,アングロサクソン型と大きく3つの階層に分け
られる。

部門ごとの動向を表したものが第1-1図である。

第1-1図 3部門別社会保障給付費の国民所得に対する割合（1974年）
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医療部門については,我が国を含め各国ともその給付費の対国民所得比はおおむね5%前後となっている。
ただし,例外としてアメリカは医療保障の対象が年金受給者及び低所得者に限定されているため3.33%と
低いほか,スウェーデンが極めて高くなっている。

年金については,西ドイツが12,49%と高く,40年拠出の年金受給者が大勢を占める等の高い給付水準を反
映している。西ドイツのほかイタリア,スウェーデンが10%を超えている。スウェーデンは10.06%である
が,これは未だ所得比例部分の給付が始まったばかりであるので,今後は給付の本格化に伴いかなり上昇す
ると考えられる。

フランス,アメリカ及びイギリスはいずれも年金制度は成熟しているものの個々の年金の水準を比較的低
額なものとしているため10%を下回っている。

医療については各国の数値が比較的集中しているのに対し,年金については年金制度の沿革や給付水準の
考え方の相違が10%を上回るグループと下回るグループに分けられることに現れている。

「その他」の部門に含まれる給付は,公的扶助,傷病手当金,児童手当,失業給付等であるが,これについては
国により様々である。

スウェーデンが12.31%ととび抜けて高いのは傷病手当金等医療保険部門の現金給付の規模が大きいため
と考えられる。

また,フランスは家族給付の役割が大きいことを反映して5%を超えている。

西ドイツ,アメリカ,イタリア及びイギリスはいずれも3%～5%台に集中している。
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第1節  社会保障給付費の動向
2  社会保障給付費及び負担の国際比較
(2)  推移

第1-2図にみるように,スウェーデン,アメリカ及びイタリアを除き国民所得に対する給付費の比率は,極め
て安定的に推移している。特に西ドイツ及びフランスはこの傾向が強く,西ドイツは1957年から1971年の
約15年間にわたり20%を前後し,フランスも1954年から1971年の間18～19%を維持している。なお,1971
年以降の西ドイツの上昇は医療部門の影響が大きい。

第1-2図 社会保障給付費の対国民所得比推移

イギリス及びイタリアは緩やかな上昇をたどり1954年から1971年の約15年間で6%上昇した。

スウェーデン及びアメリカについても1966年まではなだらかな上昇であったが,1966年以降両国は急激な
上昇を示している。これは,スウェーデンの場合は年金給付費の漸増に加え,医療及び傷病手当金,父母手当
の増加の影響と考えられる。

また,アメリカの場合は,1965年に,いわゆるメディケア及びメディケイドと呼ばれる年金受給者及び低所
得者に対する医療保障が導入され,これらを一つの契機として社会保障に対する国の取り組み姿勢が変更
された結果が反映されているものと思われる。

この両国の場合いずれも1963年からのほぼ10年間に比率が2倍となっており,国民生活や国の経済に与え
た影響は極めて大きなものであったと考えられる。
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第1-3図は全人口に対する65歳以上人口の割合と社会保障給付費の関連を示したものである。

第1-3図 65歳以上人口と社会保障給付費の推移

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和52年版）



  

総論
第1章  社会保障の国際的動向とその背景
第1節  社会保障給付費の動向
2  社会保障給付費及び負担の国際比較
(3)  我が国の将来

既に主要国はアメリカ,イタリアを除き65歳以上人口が13%を超え,また年金制度もおおむね成熟している
のに対し,我が国の社会保障給付費がなお,比較的に低位にあるのは,老齢化と成熟化が本格化していないこ
との影響が多いと考えられる。

仮りに現行制度の下で我が国の人口の年齢構成が西ドイツやイギリス並みになったとすると給付費の対
国民所得比は年金部門で10%程度となり,給付費の規模ではフランス,イタリアと給付の構成では西ドイツ
又はイタリアに近い姿となる。すなわち,現行制度はその潜在水準として欧米並みのものであることを示
しているといえよう。
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(4)  費用負担

給付は費用負担と表裏一体をなしており,高い給付は高い費用負担に裏付けられている(第1-4図)。

第1-4図 1人当たり社会保障給付費と租税・社会保険負担（1974年）

社会保障の費用は,社会保険料,目的税,国又は地方レベルの政府負担によって賄われる。

我が国の場合,医療保障について社会保険方式を採っている国の中では,社会保障の全収入における国庫負
担の割合が1971年で25%と最も高くなっている。ちなみに,諸外国についてみると,フランスで9%,西ドイ
ツで25%,イタリアで19%となっている。なお,西ドイツの国庫負担の割合が高いのは戦争犠牲者援護のウ
エイトが高いためである。

更に社会保険料(医療,年金関係)の内訳としての労使の負担割合については,国によりかなりの相違があり,
西ドイツ,アメリカでは我が国と同様折半負担である一方,イタリア,フランスでは使用者側の負担割合が高
い。
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